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「ふげん」原子炉施設保安規定変更認可申請に係る

審査会合でのコメントに対する対応方針

令和 3 年 12 月 7 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

【概要】 

 令和 3 年 9 月 3 日、以下の理由により、保安規定の変更認可を申請

・専ら廃止措置に必要な主要装置として計画していたセメント混練固化装

置の詳細設計が完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、

主要な仕様を性能維持施設の表に反映

・廃止措置計画において導入することとしている原子炉補機冷却系の代替

冷却装置の詳細設計が完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行うこと

から、対象となる機器を性能維持施設の表に追記

・既存の空気圧縮機の経年劣化に伴い、ユニット型空気圧縮機を代替とし

て導入する廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、性能維持施設

の表に追記

・環境監視に係る線量当量率等の測定に用いる放射線測定器において、

既存の測定装置の生産が終了したことから、これに代わる測定装置を放

射線計測器の表に反映

・規則名称等の変更を反映

 申請後の審査会合等でのコメントに対して、申請書の記載充足を図ること

で対応を図る予定

案 
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1.はじめに

令和 3 年 9 月 3 日に申請した原子炉施設保安規定変更認可申請書について、

令和 3 年 9 月 28 日の核燃料施設等の廃止措置計画に係る審査会合(以下「審査

会合」という。) 等におけるコメントに対して、記載充足を図る観点から以下のとおり

対応する。 

2.審査会合等における原子力規制庁からのコメントの観点

 保安規定別表に記載した事項について、本文への反映を含めた記載の充足に

ついて検討すること。

3.コメントに対する対応方針

審査会合等でのコメントに対して、以下のとおり対応する。 

(1)セメント混練固化装置について

・別表第４に記載しているセメント混練固化装置に要求される機能に「固化機能」

を追加したことから、「固化機能」に係る“機能維持の方法”及び“性能”について

記載を充足する。

・保安規定本文の「第７章 廃棄物管理」の第２９条（放射性固体廃棄物の処理及

び貯蔵管理）第１項第１号の濃縮廃液固化処理の記載において、セメント混練

固化装置の供用開始後は、本装置を用いて固化処理することを追加する。

(2) 原子炉補機冷却系代替冷却装置及びユニット型空気圧縮機について

別表第４に記載している原子炉補機冷却系代替冷却装置及びユニット型空気

圧縮機の導入に関しては、令和 3 年 9 月 3 日に申請した廃止措置計画変更認

可申請書から取り下げることとしたことから、同表における記載に関し、廃止措置

計画との整合を図る。

4.添付資料

 審査会合等でのコメント対応案

-以上-
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1.本文第７章に関する対応
セメント混練固化装置供用開始後の処理方法について充足する。

第７章 廃棄物管理 

（放射性固体廃棄物の処理及び貯蔵管理） 

第２９条  施設管理課長は，次の各号に掲げる放射性固体廃棄物について，それぞれの

種類・性状等に応じた処理及び貯蔵管理を行う。 

(1) 濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスファルト固化装

置により固化処理してドラム缶詰めし，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」とい

う。）に貯蔵保管する。ただし,セメント混練固化装置を供用開始後は，貯蔵して

いる濃縮廃液をドラム缶に固化材と混練して固化し，貯蔵庫に貯蔵保管する。 

(2) フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。

(3) 粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。

(4) 粒状の使用済イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。

また，液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イオン交換

樹脂については，必要に応じてドラム缶等（以下「容器」という。）に詰め，貯

蔵庫に貯蔵保管する。 

(5) 可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却設備により焼却減容して，焼却灰を容

器に詰め，貯蔵庫に貯蔵保管する。また，貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体

廃棄物についても同様に実施する。 

(6) 不燃性固体廃棄物は，種類・性状等に応じて次の処理及び貯蔵保管等を行う。

ただし，「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」については，

第３１条に基づき管理する。 

イ 金属類については，仕分・切断等の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容

処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫及び別図第４に示す保管区域（以下「保管区域」

という。）に貯蔵保管する。 

ロ コンクリートについては，必要に応じて除染処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫

及び保管区域に貯蔵保管する。

ハ 制御棒については，使用済燃料貯蔵プールの制御棒用貯蔵ラックに貯蔵する。

遮へいプラグについては，使用済燃料貯蔵プールの遮へいプラグ用貯蔵ラック

又は使用済燃料に影響を及ぼさないよう未収容の使用済燃料用貯蔵ラックに貯

蔵する。 

２ 施設管理課長は，前項第６号に定める処理及び貯蔵保管等を実施する場合，第２０

条において分別管理した解体撤去物等，点検･定常作業等により発生した不燃性固体

廃棄物，貯蔵庫及び保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物については，廃止

措置計画に定める「レベル１」，「レベル２」，「レベル３」及び「放射性物質とし

て扱う必要のないものと推定されるもの」の放射能レベル別に区分して管理し，保管

区域については，放射能レベル区分に応じて次の各号に掲げる管理を行う。 

(1) 「レベル１」は，原子炉建屋の蒸気放出プール及び燃料貯蔵プール建屋の使用

審査会合等でのコメント対応案
添付資料
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済燃料貯蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保管する。 

(2) 「レベル２」及び「レベル３」は，あらかじめ指定する各建屋内の地下階の保

管区域に貯蔵保管する。 

(3) 「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」は，あらかじめ指定

する各建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

３ 施設管理課長は，第１項第６号の処理及び貯蔵保管等に当たって，放射能レベル区

分を変更する必要が生じた場合には，前項に基づき放射能レベル別に区分し，管理す

る。 

４ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低濃度

のものに混入することがないよう管理する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(15)及び(16)の記録を作成し，保存する。 

６ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物を封入し，又は固化した容器には放射性廃棄物

を示す標識を取り付け，別表第１１(16)の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる

整理番号を取り付ける。 

７ 施設管理課長は，次の各号に掲げる事項を確認し，その結果が異常と認められた場

合には必要な措置を講じる。 

(1) 貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するため，１ヶ月に１回以

上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 粒状廃樹脂貯蔵タンク等における粒状の使用済イオン交換樹脂等の保管状況を

確認するため，１ヶ月に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認

する。 

８ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の廃棄施設の目に付きやすい場所に管理上の

注意事項を掲示する。 

９ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の処理又は運搬に際し，放射性固体廃棄物を保

管区域に貯蔵保管する場合は，次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1) 廃棄物による汚染の拡大防止措置及び一般公衆の被ばく防止等を考慮した安全

確保対策を講じるとともに，貯蔵保管する廃棄物に起因する一般公衆の被ばく線

量評価を安全管理課長に依頼する。 

(2) 保管区域は，柵等の区画物によって区画するとともに，保管区域である旨及び

管理上の注意事項を掲示する。 

(3) 保管区域の貯蔵保管状況を確認するため，１週間に１回以上巡視するとともに，

３ヶ月に１回保管量を確認する。 

１０ 安全管理課長は，前項第１号の依頼を受け，貯蔵保管する廃棄物に起因する直接

線量とスカイシャイン線量が一般公衆の被ばく線量評価上問題とならないことを確

認し，その結果を施設管理課長に通知する。 

１１ 施設管理課長は，第１６条で定めた工事計画に基づき一時保管（仮置き）された

解体撤去物等を除き，貯蔵庫及び保管区域のそれぞれの貯蔵容量を超えて放射性固

体廃棄物を貯蔵保管してはならない。 
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2.別表第 4 に関する対応 
性能維持施設に係る主要な仕様等の記載を一部見直す。 
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却
熱

交
換

器

　
・
基

数
：
1
基

　
・
位

置
：
原

子
炉

補
助

建
屋

内

　
・
種

類
：
横

置
円

筒
多

管
式

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ

　
・
基

数
：
1
台

　
・
位

置
：
原

子
炉

補
助

建
屋

内

　
・
種

類
：
横

置
両

吸
込

渦
巻

ポ
ン

プ

　
・
容

量
：
1
,2

4
8
ｍ

3
/
ｈ

除
熱

機
能

・
運

転
量

が
基

準
値

を
満

足
し

，
各

部
の

運

転
状

態
に

異
常

の
な

い
こ

と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

設
備

ご
と

の
代

替
冷

却
装

置
の

供
用

開
始

ま
で

（
蒸

発
濃

縮
装

置
濃

縮
器

復
水

器
，

中
央

制
御

室
換

気
系

チ
リ
ン

グ
ユ

ニ
ッ

ト
,床

ド
レ

ン
収

集
ポ

ン

プ
,廃

液
収

集
ポ

ン
プ

及
び

プ
ー

ル
水

冷
却

浄
化

系
循

環
ポ

ン
プ

が
該

当
）

原
子

炉
格

納
施

設

点
検

計
画

＊
1

屋
外

管
理

用
の

主
要

な

設
備

放
射

線
管

理
施

設

原
子

炉
建

屋
の

管
理

区
域

の
解

除
完

了
ま

で
（
原

子
炉

建
屋

解

体
に

準
ず

る
）

そ
の

他
原

子
炉

の

附
属

施
設

・
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

・
放

射
線

障
害

の
防

止
に

影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

設
備

（
建

屋
）
名

称

構
造

設
備

，
維

持
台

数
，

位
置

，
構

造
等

要
求

さ
れ

る
機

能
性

　
能

　

施
設

区
分

設
備

等
の

区
分
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機
能

維
持

の
方

法
頻

度
維

持
す

べ
き

期
間

＊
2

非
常

用
電

源
設

備
蓄

電
池

所
内

用

蓄
電

池
 一

式

　
・
基

数
：
2
基

　
・
位

置
：
原

子
炉

補
助

建
屋

内

　
・
種

類
：
ク

ラ
ッ

ド
式

エ
ボ

ナ
イ

ト
槽

密
封

形

　
・
容

量
：
2
,5

0
0
A

H
(1

0
時

間
率

)

　
・
電

圧
：
1
1
5
V

電
源

供
給

機
能

・
交

流
電

源
喪

失
時

，
蓄

電
池

側
に

正
常

に

切
り

替
わ

る
こ

と

通
常

時
，

停
電

時
の

充
電

状
態

の
確

認

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

の
汚

染
の

除
去

工
事

完
了

ま
で

―
非

常
用

照
明

設
備

―

非
常

用
照

明

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
建

屋
全

域

照
明

機
能

・
商

業
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
非

常
用

照

明
が

点
灯

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

通
常

状
態

の
確

認
に

よ
り

機
能

を
維

持

す
る

1
年

に
1
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

自
動

火
災

報
知

設
備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

報
知

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

水
消

火
設

備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

泡
消

火
設

備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

軽
油

タ
ン

ク
の

供
用

が
終

了
す

る

ま
で

不
活

性
ガ

ス
消

火
設

備

（
炭

酸
ガ

ス
消

火
設

備
）

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

当
該

設
備

の
消

火
対

象
物

撤
去

完
了

ま
で

可
搬

式
消

火
器

  
・
基

数
:一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

初
期

消
火

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

－

空
気

圧
縮

機

 ・
基

数
:一

式

 ・
位

置
：
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

 ・
容

量
：
1
1
.5

m
3
/
m

in

圧
縮

空
気

の
供

給
機

能

・
設

備
の

運
転

に
異

常
が

な
い

状
態

で
あ

る

こ
と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

ユ
ニ

ッ
ト
型

空
気

圧
縮

機
の

供
用

開
始

ま
で

－
ユ

ニ
ッ

ト
型

空
気

圧
縮

機

 ・
基

数
:一

式

圧
縮

空
気

の
供

給
機

能

・
設

備
の

運
転

に
異

常
が

な
い

状
態

で
あ

る

こ
と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

換
気

設
備

解
体

撤
去

工
事

着
手

ま
で

蒸
気

放
出

プ
ー

ル
－

蒸
気

放
出

プ
ー

ル

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
原

子
炉

建
屋

内

遮
へ

い
機

能
・
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
し

難
い

構
造

で

あ
る

こ
と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
蒸

気
放

出
プ

ー
ル

か
ら

の
搬

出
完

了
ま

で

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

－

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

建
屋

内

遮
へ

い
機

能
・
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
し

難
い

構
造

で

あ
る

こ
と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
か

ら
の

搬
出

完
了

ま
で

－
ク

レ
ー

ン
設

備
－

ク
レ

ー
ン

設
備

　
・
基

数
：
一

式
吊

上
げ

・
運

搬
機

能

・
装

置
の

運
転

状
態

に
異

常
の

な
い

こ
と

・
停

止
機

能
，

ブ
レ

ー
キ

が
正

常
に

動
作

す

る
こ

と

各
建

屋
及

び
構

築
物

の
汚

染
の

除
去

工
事

完
了

ま
で

施
設

区
分

設
備

等
の

区
分

設
備

（
建

屋
）
名

称
設

備
，

維
持

台
数

，
位

置
，

構
造

等
要

求
さ

れ
る

機
能

性
　

能
点

検
計

画
＊
1

消
防

法
に

基
づ

く
点

検
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る

労
働

安
全

衛
生

法
に

基
づ

く
点

検
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る

そ
の

他
原

子
炉

の

附
属

施
設

主
要

な
施

設

圧
縮

空
気

系
設

備

・
早

期
の

消
火

を
行

え
る

こ
と

―
消

火
設

備

発
電

所
補

助
系

設
備

固
体

廃
棄

物
の

保
管

設

備
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機
能

維
持

の
方

法
頻

度
維

持
す

べ
き

期
間

＊
2

減
容

安
定

化
処

理
装

置
－

減
容

安
定

化
処

理
装

置

　
・
基

数
：
一

式

漏
え

い
防

止
機

能

遮
へ

い
機

能
外

観
点

検
に

よ
り

機
能

を
確

認
す

る
1
年

に
1
回

対
象

廃
棄

物
の

処
理

完
了

ま
で

レ
ベ

ル
2
用

モ
ル

タ
ル

充
填

固
化

装
置

－
レ

ベ
ル

2
用

モ
ル

タ
ル

充
填

固
化

装
置

　
・
基

数
：
一

式

漏
え

い
防

止
機

能

遮
へ

い
機

能
外

観
点

検
に

よ
り

機
能

を
確

認
す

る
1
年

に
1
回

対
象

廃
棄

物
の

処
理

完
了

ま
で

レ
ベ

ル
1
用

廃
棄

体
化

処

理
・
搬

送
装

置
－

レ
ベ

ル
1
用

廃
棄

体
化

処
理

・
搬

送
装

置

　
・
基

数
：
一

式

漏
え

い
防

止
機

能

遮
へ

い
機

能
外

観
点

検
に

よ
り

機
能

を
確

認
す

る
1
年

に
1
回

対
象

廃
棄

物
の

処
理

完
了

ま
で

漏
え

い
防

止
機

能

遮
へ

い
機

能

・
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

・
放

射
線

障
害

の
防

止
に

影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

確
認

す
る

固
化

機
能

・
運

転
状

態
に

異
常

が
な

い
こ

と
装

置
の

運
転

状
態

の
確

認
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る

－

　
・
基

数
：

　
　

熱
的

切
断

装
置

又
は

機
械

　
　

的
切

断
装

置

　
　

把
持

装
置

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 一
式

　
　

吊
上

げ
装

置

被
ば

く
低

減
機

能
・
遠

隔
操

作
が

可
能

で
あ

る
こ

と
遠

隔
操

作
に

よ
り

機
能

を
確

認
す

る
1
年

に
1
回

－
解

体
用

プ
ー

ル

　
・
基

数
：
一

式

漏
え

い
防

止
機

能

遮
へ

い
機

能

・
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

・
放

射
線

障
害

の
防

止
に

影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

確
認

す
る

1
年

に
1
回

予
備

電
源

装
置

－
予

備
電

源
装

置

　
・
基

数
：
一

式
電

源
供

給
機

能
・
性

能
維

持
施

設
に

電
源

を
供

給
で

き
る

状

態
で

あ
る

こ
と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

確
認

す
る

1
年

に
1
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

セ
メ

ン
ト
混

練
固

化
装

置
－

セ
メ

ン
ト
混

練
固

化
装

置

　
・
基

数
：
1
基

　
・
位

置
：
原

子
炉

補
助

建
屋

内

　
・
処

理
能

力
：
1
9
0
ℓ
/
回

/
個

・
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

・
放

射
線

障
害

の
防

止
に

影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

対
象

廃
棄

物
の

処
理

完
了

ま
で

1
年

に
1
回

１
年

に
１
回

：
４
月

１
日

を
始

期
と

す
る

１
年

の
間

に
１
回

実
施

（
た

だ
し

，
点

検
・
補

修
等

に
よ

る
運

転
停

止
又

は
設

置
工

事
等

に
よ

り
，

当
該

年
度

内
に

実
施

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

は
除

く
）

＊
１
：
付

随
す

る
機

器
を

施
設

管
理

要
領

に
定

め
る

＊
２
：
維

持
す

べ
き

期
間

に
お

け
る

終
了

時
期

は
運

用
管

理
要

領
に

基
づ

き
管

理
す

る
＊

３
：
第

４
８
条

の
測

定
に

用
い

る
放

射
線

計
測

器
類

＊
４
：
第

３
４
条

の
測

定
に

用
い

る
放

射
線

計
測

器
類

＊
５
：
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る
設

備

施
設

区
分

設
備

等
の

区
分

設
備

（
建

屋
）
名

称
設

備
，

維
持

台
数

，
位

置
，

構
造

等
要

求
さ

れ
る

機
能

性
　

能
点

検
計

画
＊

1

　

専
ら

廃
止

措
置

に
必

要
な

主
要

装
置

＊
5

－

原
子

炉
領

域
遠

隔
解

体
装

置

原
子

炉
領

域
及

び
生

体
遮

へ
い

体
解

体
撤

去
工

事
完

了
ま

で




